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地 方 分 権 の 時 代 に あ っ て 、自 治 体 の 自 主 的 な 意 思 決 定 と 責 任 の 範

囲 が 拡 大 し た 今 日 、議 会 の 果 た す べ き 役 割 は 確 実 に 増 し て き て い る 。 

 米 子 市 議 会 に あ っ て も 、市 の 政 策 を 審 議 す る 場 合 に お い て 、そ の

論 点 及 び 争 点 を 市 民 に 明 ら か に し 、持 て る 機 能 を 十 分 に 駆 使 し 、議

事 機 関 と し て の 責 務 を 果 た さ な け れ ば な ら な い 。  

 こ の よ う な 認 識 の 下 、こ こ に 米 子 市 議 会 に 関 す る 基 本 的 事 項 を 定

め る こ と に よ り 、米 子 市 議 会 は 主 権 者 で あ る 市 民 を 代 表 す る 機 関 で

あ る こ と を 常 に 自 覚 し 、市 民 の 負 託 に 全 力 で 応 え て い く こ と を 決 意

し 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。  

【 解 説 】  

  地 方 分 権 の時 代 にあって、議 会 の果 たすべき役 割 は、確 実 に増 してきてお

り、議 会 の持 てる機 能 を十 分 に駆 使 し、議 事 機 関 としての果 たすべき責 務 を

果たさなければなりません。  
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このような認 識の下 に、議 会は常に市民 の代表機関 であることを自 覚 し、市

民の負託に全力 で応 えていく決 意 を述べています。  

「議 事 機 関 」･･ ･日 本 国憲法第 93 条第 １項 において、議 会は「議 事 機関 」とさ  

れています。  

   →議会による「議 決 」は、「議 事 機関 」としての本来的かつ中心的な権限で  

すが、「議 決 権 」の外 、行 政機関 に対 する「監 視 権 」（地 方 自治 法第 9 8

条 ）、「調 査 権 」 (地方自治法第 1 00 条 ）などが議事機関 としての権限 で

す。  

    

第 １ 章  総 則  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条   この条例は、二元代表制の 下、合議制の機関 である議会の

役割を踏まえ、市民及び市長等との関係、米子市議会（以下「議

会」という。）及び米子市議会議員（以下「議員」と いう。）の活

動 原 則 等 の 議 会 に 関 す る 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、市 民 の

負 託 に 的 確 に 応 え 、も っ て 市 民 福 祉 の 向 上 と 公 正 で 民 主 的 な 市 政

の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

【 解 説 】  

この条例は、市 長 と議 会の二元代表制の下 、合 議制の機関 である議会の

役 割 を踏 まえ、市 民 及 び市 長 等 との関 係 、議 会 及 び議 員 の活 動 原 則 等 の

議 会 に関 する基 本 的 な事 項 を定 めることにより、市 民 の負 託 に的 確 に応 え、

もって市 民 福 祉 の向 上 と公 正 で民 主 的 な市 政 の発 展 に寄 与 することを目 的

としています。  

「二 元 代 表 制 」･ ･ ･地 域 住 民が、知 事や市 区町村 の首長 と都 道府県や市 区

町村議会の議員 を、別々の選挙 で直接選ぶ仕組みです。  

  



 

 

3 

 

（ 議 会 の 活 動 原 則 ）  

第 ２ 条   議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(1) 公 平 性 及 び 透 明 性 を 確 保 す る と と も に 、市 民 に 開 か れ た 議 会  

を 目 指 す こ と 。  

(2) 市 民 の 多 様 な 意 見 を 把 握 し 、こ れ を 政 策 の 形 成 に 適 切 に 反 映

さ せ る よ う 、 市 民 参 加 の 機 会 に 努 め る こ と 。  

(3) 本 会 議 及 び 委 員 会 に お い て 、議 員 、委 員 会 及 び 市 長 か ら 提 出

さ れ た 議 案 並 び に 市 民 か ら の 提 案 に 関 し て 審 議 し 結 論 を 出 す

に 当 た っ て は 、 議 員 間 の 議 論 を 尽 く す よ う 努 め る こ と 。  

(4) 議会の運営は、市民の関心が高まるよう、分かりやすい視点、

方 法 等 で 行 う こ と 。  

【 解 説 】  

市 民 に開 かれた議 会 を目 指 すため、原 則 として全 ての会 議 を公 開 し、ま

た、市 民 の関 心 が高 まるようわかりやすい視 点 、方 法 等 で、議 会 運 営 を行 う

ことにより、公 平 性 と透明性 を確保 することを規 定 しています。  

また、政 策 形 成 に当 たり、市 民 参 加 の機 会 を設 け、市 民の多 様 な意 見 を

把握 し、意 見が適切 に反映できるよう努 めることを規定 しています。  

 

（ 議 員 の 活 動 原 則 ）  

第 ３ 条   議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

 (1) 議 会 が 言 論 の 場 で あ る こ と 及 び 合 議 制 の 機 関 で あ る こ と を

認 識 し 、 議 員 間 の 自 由 な 討 議 を 重 ん じ る こ と 。  

(2) 市 政 の 課 題 全 般 に つ い て 市 民 の 意 見 を 的 確 に 把 握 す る と と

も に 、 自 己 の 資 質 を 高 め る 不 断 の 研 さ ん に 努 め る こ と 。  

(3) 市 民 全 体 の 福 祉 の 向 上 を 目 指 し て 活 動 す る こ と 。  

【 解 説 】  
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議 会 の活 動 原 則 を踏 まえ、議 会 の構 成 員 の一 員 として議 員 に求 められる

基 本 姿 勢 （議 員 間 の自 由 かっ達 な議 論 、市 民 の意 見 の把 握 、不 断 の研 さ

ん）を掲 げ、市 民 全 体 の福 祉 の向 上 を目 指 して活 動 することを規 定 していま

す。 

 

（ 会 派 ）  

第 ４ 条  議員は、議会活動を行うに当たり、政策理念 を掲げて会派

を 結 成 す る こ と が で き る 。  

２  会派は、政策の立案、決定、提 言等に関し、必要に応じ会派間

で 調 整 を 行 い 、 合 意 形 成 に 努 め る も の と す る 。  

【 解 説 】  

米子市議会 における現行の会派制の意 義 を踏 まえ、議 会活動 を行 うに当

たり、同 じ政 策理念 を掲 げた議員 で構成 する会 派 を結成 することができること

を規定 しています。  

また、合 議 機 関 としての合 意 形 成 を図 るうえで、政 策 形 成 の中 心 的 な役

割 を担 う組 織の一つとして会 派 を位置 づけています。  

 

第 ２ 章  市 民 と 議 会 と の 関 係  

 

第 ５ 条  議 会 は 、 そ の 有 す る 情 報 を 積 極 的 に 発 信 す る こ と に よ り 、

市 民 と の 情 報 の 共 有 を 推 進 す る と と も に 、市 民 に 対 す る 説 明 責 任

を 果 た さ な け れ ば な ら な い 。  

２  議会は、本会 議及び委員会のほか、全ての会議を 原則公開とす

る 。  

３  議会は、地方自治法（昭和 22 年 法 律 第 67 号。以下「法」とい

う。）第 100 条 の ２ に 規 定 す る 学 識 経 験 を 有 す る 者 等 に よ る 専 門
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的 事 項 に 係 る 調 査 の 活 用 並 び に 法 第 115 条の２（法第 109 条 第 ５

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 公 聴 会 制 度 及 び 参

考 人 制 度 を 活 用 し て 市 民 等 の 意 見 等 を 聴 き 、こ れ を 議 会 に よ る 政

策 の 立 案 、 決 定 、 提 言 等 に 反 映 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。  

４  議会は、請願及び陳情を市民からの政策についての提案として

受け止め、これら の審議等に当たっては、当該請願又 は陳情を行

っ た 者 か ら 説 明 を 聴 く 機 会 の 確 保 に 努 め る も の と す る 。  

【 解 説 】  

議会は、市 民参 加の前提 としての積 極的 な情報発 信 と情 報の共有 及 び

説明責任 を明文化することで、市 民 と議 会 との関係の基礎 を示 しています。  

米 子 市 議 会 では、既 に地 方 自 治 法 及 び委 員 会 条 例 に基 づき、本 会 議

及 び委 員 会 は原 則 公 開 しており、また、全 員 協 議 会 についても原 則 公 開 し

ていますので、その実践 を条例化 したものです。  

今 後 、議 会 活 動 の基 軸 となる市 民 参 加 について、地 方 自 治 法 上 の制 度

（専 門 的 知見 の活 用 、公 聴会 制度及 び参 考人制 度 ）を活 用 して、市 民 など

の意見 を聴 き、意 見 が適切に反映できるように努 めることを規 定 しています。  

請願や陳情 については、市 民からの政策 の提案 ととらえ、それについて委

員会で話 し合 う場 合 、請 願の紹介議員だけでなく、当 該 請願者及び陳情者

の意見 を聴 く機 会の確保に努めることを規定 しています。  

「公 聴 会 制度及び参考人制度 」･･ ･地 方 自治法第 11 5 条の２第 １項 、同条

第 ２項及 び同法 第 1 09 条第 ５項 に規定 されています。  

 

第 ３ 章  議 会 と 市 長 等 と の 関 係  

（ 緊 張 関 係 の 保 持 ）  

第 ６ 条  議 会 と 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 及 び そ の 補 助 職 員（ 以 下「 市

長 等 」 と い う 。） と は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 、 緊 張 関 係 の 保
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持 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(1) 本 会 議 及 び 委 員 会 に お け る 議 員 と 市 長 等 と に よ る 質 疑 応 答

は、一問一答の方 式等により、市政 上の論点及び争点を明確に

し て 行 う こ と 。  

(2) 議 長 か ら 本 会 議 又 は 委 員 会 へ の 出 席 を 要 請 さ れ た 市 長 等 は 、

議 長 又 は 委 員 長 の 許 可 を 得 て 、 議 員 又 は 委 員 に 対 し て 反 問 す る

こ と が で き る こ と 。  

 【 解 説 】  

議 会 は、二 元 代 表 制 の下 、市 長 等 と独 立 対 等 な立 場 で、互 いに健 全 な緊

張関係 を保つための議会運営方法 を定 めています。  

第 １号 は、本 会 議 の各 個 質 問 や委 員 会 での質 疑 応 答 については、既 に一

問 一 答 方 式 を行 っています。一 問 一 答 方 式 は、論 点 や争 点 が明 確 になり、何

が議論 されているかわかりやすくなることから、その実践 を条例化 したものです。  

第 ２号 は、これまでは議 員は「質 問 する人 」、市 長 等は「答 える人 」でしたが、

より活 発 な政 策 議 論 を行 うため、議 員 の質 問 に対 し市 長 等 から逆 に質 問 （反

論 、質 問 の不 明 な点 やその趣 旨 ・根 拠 の確 認 ）をすることができることとしてい

ます。  

 

（ 重 要 政 策 の 審 議 ）  

第 ７ 条  議会は、市長が提案した施策のうち特にその必要があると

認 め る も の （ 次 項 に お い て 「 重 要 政 策 」 と い う 。） に つ い て 、 そ

の 水 準 を 高 め る こ と に 資 す る た め 、市 長 に 対 し 、次 に 掲 げ る 事 項

に つ い て 明 ら か に す る よ う 求 め る も の と す る 。  

 (1) 必 要 と す る 背 景  

 (2) 提 案 に 至 る ま で の 経 緯  

 (3) 市 民 参 画 の 実 施 の 有 無 と そ の 内 容  
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 (4) 総 合 計 画 と の 整 合 性  

 (5) 財 源 措 置  

２  議会は、重要 政策の審議に当たっては、その立案 及び執行にお

け る 論 点 及 び 争 点 を 明 ら か に す る と と も に 、そ の 執 行 後 に お け る

当 該 重 要 政 策 の 評 価 に 資 す る も の と す る よ う 努 め る も の と す る 。 

【 解 説 】  

市長が重要 な政 策 を提案 する場合 、その政策の正当 性や実 施方 法 につい

て詳 しく審 議 できるように市 長に対 して説 明 を求 めることとしています。  

第 ２項 では、示 された内 容 を基 に議論 を行 ってポイントや問 題 点 が市 民 にも

分 かるようにすることと、それを基 に執行後の評価ができるように十 分議論 を行

っていくこととしています。  

 

（ 政 策 立 案 機 能 の 強 化 ）  

第 ８ 条  議会は、市の政策の水準の向上を図るため、立法機能、意

思決定機能、行政監視機能、調査機能等その機能（以下「政策立

案 機 能 」 と 総 称 す る 。） の 強 化 に 努 め 、 も っ て 条 例 の 提 案 、 議 案

の 修 正、決議その他の政策の立案、決定、提言等を行うものとす

る 。  

【 解 説 】  

議 会 を監 視 ・評 価 の機 関 にとどめず、政 策 立 案 の機 関 として位 置 づけ、市

の政 策 の水 準 を向 上 させるため、政 策 立 案 機 能 の強 化 を図 ることで、条 例 の

提 案 や議 案 の修 正 などを積 極 的 に行 うとともに、市 長 等 に対 して有 効 な政 策

の提言などを行 うこととしています。  

「立 法 機 能 」…地 方自治法第 96 条第 １項第 １号 に基づく条 例の制定 ・改 廃 。  

「意 思 決 定機能 」・・・地 方 自 治法第 96 条第 １項第 ２号～第 1 5 号 、第 99 条     

             等に規定 されています。  
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「行 政 監 視機能 」･･ ･地 方 自 治法第 98 条 に規定 されています。  

「調 査 機 能 」･･ ･地 方 自治法第 100 条に規定 されています。  

 

第 ４ 章  委 員 会 の 活 動  

  

第 ９ 条  委員会は、その専門性と特 性をいかし、市政 の諸課題につ

い て 適 正 に 判 断 し な け れ ば な ら な い 。  

２  委員会は、そ の審査に当たっては、法第 109 条第 ５項において

準 用 す る 法 第 115 条 の ２ に 規 定 す る 公 聴 会 制 度 及 び 参 考 人 制 度 の

活 用 に 努 め る も の と す る 。  

３  委 員 会 は 、 そ の 審 査 に 当 た っ て は 、 資 料 等 を 積 極 的 に 公 開 し 、

市 民 に 分 か り や す い 議 論 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

【 解 説 】  

議会は、委 員会のもつ専門性 と特 性 をいかして、市 政 の諸課題に適切 に対

応する運営 をすることを規定 しています。  

第 ２項 では、委 員 会 は適 切 な運 営 に当 たって、多 様 な意 見 聴 取 の手 法 とし

て、必 要 に応 じて地 方 自 治 法 に基 づく公 聴 会 制 度 や参 考 人 制 度 を活 用 して

いくことを規定 しています。  

第 ３項 では、委 員 会 においても、公 平 性 、透 明 性 を心 がけることは勿 論 のこ

と、市 民 にわかりやすい審査に努めることを規定 しています。  

 

第 ５ 章  調 査 研 究 活 動  

  （ 政 務 活 動 費 ）  

第 10 条   政 務 活 動 費 は 、 米 子 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条

例 （ 平 成 17 年 米 子 市 条 例 第 207 号 。 第 ３ 項 に お い て 「 政 務 活 動
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費 条 例 」 と い う 。） に 定 め る と こ ろ に よ り 適 正 に 執 行 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  議長は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書その他の書類

を、市民が閲覧することができる状態で公表するよう努めるもの

と す る 。  

３  政 務 活 動 費 条 例 の 改 正 に 当 た っ て は 、議 会 の 役 割 及 び 会 派 又 は

議 員 の 活 動 の 状 況 を 踏 ま え 、議 員 間 で 十 分 に 検 討 す る も の と す る 。 

【 解 説 】  

地方自治法第 1 00 条第 1 4 項の規定に基づく政 務 活動費について、政 務

活 動 費 条 例 の定 めるところにより、議 員 の調 査 研 究 その他 の活 動 に資 するた

めに交 付 されるものであることを認 識 し、適 正 に執 行 することを規 定 していま

す。  

第 ２項 では、公 平 性 、透 明 性 の観 点 から収 支 及 び支 出 の報 告 書 などにつ

いては、市 議 会 ホームページなどで、市 民 が閲覧 できるよう公 表 に努めることを

規定 しています。  

第 ３項 では、政 務 活 動 費 条 例 の改 正 に当 たっては、行 財 政 改 革 の側 面 だ

けでなく、本 市 が抱 える課題 や将来 展 望 など総 合 的 な見 地から、議 会 の役 割

や会派又は議員の活動状況 を踏 まえて十分 検討することを規定 しています。  

 

（ 研 修 ）  

第 11 条  議 会 は 、 こ の 条 例 の 理 念 を 議 員 間 で 共 有 す る た め 、 議 員

の 任 期 が 開 始 し た 後 、速 や か に 、こ の 条 例 に 関 す る 研 修 を 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

２  議会は、議員の政策の形成及び立案に関する能力の向上を図る

た め 、 議 員 研 修 の 強 化 及 び 充 実 に 努 め る も の と す る 。  
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３  議会は、様々な分野における専門的な知識を有する者の意見を

聴 く 等 に よ り 、 議 員 研 修 の 充 実 に 努 め る も の と す る 。  

【 解 説 】  

一 般 選 挙 又 は補 欠 選 挙 を経 た議 員 の任 期 開 始 後 、この条 例 の理 念 を共

有するために、全 議員への研修 を義務づけることを規定 しています。  

第 ２項 では、議 員 の資 質 向 上 及 び政 策 形 成 、立 案 能 力 の向 上 を目 的 とし

た議員研修の強化及び充実に努めることを規 定 しています。  

第 ３項 では、前 項 に定 める議 員 研 修 では、多 岐 にわたる政 策 課 題 に対 応

するため、各 分 野 からの専 門 的 知 識 を取 り入 れた研 修 に努 めていくことを規

定 しています。  

  

（ 議 会 図 書 室 ）  

第 12 条  議 会 は 、 議 員 の 調 査 研 究 に 資 す る た め 、 議 会 図 書 室 の 充

実 に 努 め る も の と す る 。  

【 解 説 】  

議 会 は、議 員 の調 査 研 究 に資 するため、関 連 図 書 、官 報 、広 報 、刊 行 物

などを置 くなど議 会図書室の充実 に努めることを規 定 しています。  

「議 会 図 書室の設置 」･･ ･地 方 自 治法第 1 00 条第 19 項に規定 されています。  

 

第 ６ 章  政 治 倫 理 及 び 定 数  

  （ 政 治 倫 理 ）  

第 13 条  議 員 は 、 市 民 の 代 表 と し て 品 位 を 損 な う 行 為 を 慎 み 、 ま

た、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為

をしない等、議員 としての責務を正しく認識し、議会 の一員とし

て 、 そ の 使 命 の 達 成 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  議 員 は 、 米 子 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 （ 平 成 26 年 米 子 市 条 例
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第 11 号 ） を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

【 解 説 】  

議 員 の活 動 は多 様 であり、政 治 倫 理 の判 断 は単 純 ではないものの、議 員

の地 位 を利 用 した不 正 な口 利 きなどをしない等 、議 員 の責 務 を正 しく認 識 し、

議 員 政治倫理条例 を遵守 した議員活動 を行 うことを規 定 しています。  

 

   （ 定 数 ）  

第 14 条  議 員 の 定 数 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 議 員 定 数 」 と い う 。）

は 、 米 子 市 議 会 の 議 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 （ 平 成 17 年 米 子 市 条

例 第 205 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  議会は、議員定数の変更に当たっては、法第 115 条の２（法第

109 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）に 規 定 す る 公 聴 会 制

度 及 び 参 考 人 制 度 の 活 用 に 努 め 、市 民 の 意 向 を 把 握 し 、本 市 の 実

情 に 合 っ た 定 数 を 検 討 す る も の と す る 。  

３   議 員 定 数 の 変 更 に 係 る 議 案 の 提 出 に 当 た っ て は 、当 該 変 更 の 理

由 の 説 明 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。  

【 解 説 】  

議員 定 数 については、行 財 政改 革の側 面 だけでなく、本 市 が抱 える課題 や

人 口 などの将 来 展 望 について、公 聴 会 制 度 等 の活 用 により市 民 の意 向 を把

握 しながら、総 合 的 に本 市 の実 情 に合 った定 数 を検 討 していくことを規 定 して

います。  

また、一 昨 年の 6 月 に現行の議員定数 3 0 人 を 26 人に変更 し、本年 6 月

に予 定 されている一 般 選 挙 から施 行 されることになっていますが、今 後 、議 員

定数の変 更の議案 を提出 する場合は、市 民への説明責 任 を果 たすためにも、

総合 的 な検討に基づいた理由の説明 を行 うものと規 定 しています。  
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第 ７ 章  議 会 事 務 局  

第 15 条  議 会 は 、 そ の 政 策 立 案 機 能 の 向 上 に 資 す る よ う 、 議 会 事

務 局 の 体 制 を 整 備 す る も の と す る 。  

２  議会は、議会 事務局の体制を整備するため、大学 等の研究機関

並 び に 専 門 的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の 積 極 的 な 活 用 を 図 る

こ と が で き る 。  

【 解 説 】  

議会は、この条例の第 8 条で規定 している議 会の政策立案機能 が向上す

るよう議 会事務局の体制 を整備することを規定 しています。  

第 ２項 では、前 項 に規 定 する議 会 事 務 局の体 制 整 備のため、大 学 等 の研

究 機 関 や専 門 家 等 と積 極 的 に連 携 し、議 会 の政 策 立 案 機 能 の向 上 を図 る

よう規定 しています。  

 

第 ８ 章  検 証  

 

第 16 条  議 会 は 、 こ の 条 例 の 目 的 が 達 成 さ れ て い る か ど う か 検 証

し 、 そ の 結 果 に つ い て 、 市 民 に 積 極 的 に 公 表 す る も の と す る 。  

２  議会は、前項 の規定による検証の結果、必要があ ると認めると

き は 、 こ の 条 例 の 改 正 を 含 め て 適 切 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 

【 解 説 】  

この条例の検証 とその結果の公表について規定 しています。  

第 ２項 では、検 証 の結 果 を受 け、必 要 に応 じて、この条 例 の改 正 などその

適切 な対応措置 を講 じることを規 定 しています。  

 

附  則  
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 この条例は、この条例の公布の日以後初めて行われる一般選挙に

よ る 議 員 の 任 期 の 初 日 に 当 た る 日 か ら 施 行 す る 。  

【 解 説 】  

この条 例 は、次 の一 般 選 挙 で当 選 した議 員 の任 期 の開 始日 から適 用 するこ

ととしていますが、議 会 の解 散 などの理 由 によりその期 日 が特 定 できないため、

条例の公布 と同 時に施行 するよう規 定 しています。  

なお、本 年 6 月 30 日が現行の議員の任期満了 となりますので、現 時点 では、

この条例の適用は、本年 7 月 1 日になる予定 です。  

 


